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つ る 舞 う 形 の 群 馬 県 ／ 上 毛 か る た県 紋 章
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条

例

■群
馬
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
九
号

群
馬
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
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群
馬
県
公
立
大
学
法
人
の
役
員
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
除
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
十
号

群
馬
県
公
立
大
学
法
人
の
役
員
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
除
に
関
す
る
条
例

群
馬
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
十
一
号

群
馬
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
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群
馬
県
部
設
置
条
例
及
び
群
馬
県
地
域
機
関
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
十
二
号

群
馬
県
部
設
置
条
例
及
び
群
馬
県
地
域
機
関
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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群
馬
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
十
三
号

群
馬
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
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群
馬
県
高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
十
四
号

群
馬
県
高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
十
五
号

群
馬
県
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
条
例
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群
馬
県
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
開
催
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
十
六
号

群
馬
県
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
開
催
基
金
条
例
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群
馬
県
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
十
七
号

群
馬
県
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
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群
馬
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
十
八
号

群
馬
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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群
馬
県
無
料
低
額
宿
泊
所
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
十
九
号

群
馬
県
無
料
低
額
宿
泊
所
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
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群
馬
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
号

群
馬
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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群
馬
県
介
護
保
険
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
一
号

群
馬
県
介
護
保
険
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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群
馬
県
が
ん
対
策
推
進
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
二
号

群
馬
県
が
ん
対
策
推
進
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
覚
せ
い
剤
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
及
び
群
馬
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の

、
、

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
三
号

群
馬
県
覚
せ
い
剤
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
及
び
群
馬
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条

、
、

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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群
馬
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
四
号

群
馬
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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群
馬
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
及
び
群
馬
県
食
品
衛
生
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
五
号

群
馬
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
及
び
群
馬
県
食
品
衛
生
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
六
号

群
馬
県
浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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群
馬
県
立
農
林
大
学
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
七
号

群
馬
県
立
農
林
大
学
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
肥
料
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
及
び
群
馬
県
肥
料
等
の
大
量
投
与
の
防
止
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
八
号

群
馬
県
肥
料
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
及
び
群
馬
県
肥
料
等
の
大
量
投
与
の
防
止
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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号 外 （第６号）令和２年３月２７日（金） 群 馬 県 報

群
馬
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
九
号

群
馬
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
三
十
号

群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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号 外 （第６号）令和２年３月２７日（金） 群 馬 県 報

群
馬
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
三
十
一
号

群
馬
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
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号 外 （第６号）令和２年３月２７日（金） 群 馬 県 報
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群
馬
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
三
十
二
号

群
馬
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

号 外 （第６号）令和２年３月２７日（金） 群 馬 県 報
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号 外 （第６号）令和２年３月２７日（金） 群 馬 県 報

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
三
十
三
号

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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号 外 （第６号）令和２年３月２７日（金） 群 馬 県 報

群
馬
県
監
査
委
員
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
三
十
四
号

群
馬
県
監
査
委
員
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
及
び
群
馬
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
三
十
五
号

群
馬
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
及
び
群
馬
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
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号 外 （第６号）令和２年３月２７日（金） 群 馬 県 報

群
馬
県
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
三
十
六
号

群
馬
県
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
三
十
七
号

群
馬
県
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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号 外 （第６号）令和２年３月２７日（金） 群 馬 県 報

群
馬
県
公
営
企
業
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
三
十
八
号

群
馬
県
公
営
企
業
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
水
道
用
水
料
金
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
三
十
九
号

群
馬
県
水
道
用
水
料
金
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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号 外 （第６号）令和２年３月２７日（金） 群 馬 県 報

群
馬
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
四
十
号

群
馬
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
四
十
一
号

群
馬
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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号 外 （第６号）令和２年３月２７日（金） 群 馬 県 報
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号 外 （第６号）令和２年３月２７日（金） 群 馬 県 報
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